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資料１



広域避難計画の策定段階への移行
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⃝令和３年９月に、東京都は広域避難先としての施設利用等に関する初めての協定を締結し、以降も
さらなる広域避難先の確保に向けて調整中

⃝令和４年３月に、「首都圏における大規模水害広域避難検討会」において、広域避難計画の内容や
策定手順等を整理し、「広域避難計画策定支援ガイドライン」としてとりまとめ

ガイドラインを踏まえ、

東京東部低地帯で

は広域避難計画を

策定するフェーズに

移行していく必要



広域避難計画モデルの策定イメージについて
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「広域避難計画モデル」の作成＠首都圏における広域的な避難対策の具体化に向けた検討会

作成趣旨

昨年度取りまとめたガイドラインを踏まえ、本検討会では、円滑に広域避難が実施できるよう、広域

避難に係る関係機関間の連絡調整手順や広域避難先の開設運営方法等をさらに具体化し、

広域避難計画のひな型として「広域避難計画モデル」を作成

主な項目

（案）

① 大規模水害時における住民避難の基本対応方針

② 広域避難先施設との協定締結等

③ 広域避難実施に係るタイムライン

④ 広域避難情報等の発信

⑤ 広域避難実施に係る連絡調整手順

⑥ 広域避難先の開設運営方法等

⑦ 避難手段の確保・避難誘導

 令和４年６月に、内閣府と東京都は「首都圏における広域的な避難対策の具体化に向けた検討会」
を設置し、以下の項目について検討を開始

①広域避難先の開設・運営方法

②広域避難先への避難手段の確保・避難誘導

③適切な避難行動につながる避難情報等の発信・伝達

広域避難計画モデル（＝広域避難計画の
ひな型）の作成

適切な避難行動につながる情報発信のあり方の提示

広域避難先の開設運営方法等は施設規模や周辺環境等によって異なるため、個別にマニュアルを
作成していく必要 ➡ 本検討会でマニュアルのひな型を作成（資料２）


